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。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
改
正
入
管
法
と
外
国
人
の
「
指
紋
情
報
強
制
採
取
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
警
備
課
長
通
知
は
、
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
し
て
、
入
国
審
査
官
に
対
し
上
陸
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
外
国

人
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第

三
項
各
号
に
規
定
す
る
免
除
事
由
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
情
報
の
提

供
を
せ
ず
、
か
つ
、
入
管
法
第
十
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
別
審
理
官
に
対
す
る
個
人
識
別
情
報
の
提
供
も
し

な
い
で
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
、
更
に
、
当
該
退
去
命
令
に
も
従
わ
ず
、
遅
滞
な
く
本
邦
か
ら
退
去

し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
て
退
去
強
制
手
続
を
執
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
措
置

に
つ
い
て
、
「
個
人
識
別
情
報
提
供
拒
否
者
に
対
す
る
措
置
」
と
し
て
、

�

地
方
入
国
管
理
官
署
の
警
備
部
門
は
、
上
陸
審
査
に
お
い
て
指
紋
情
報
等
の
提
供
を
拒
否
し
て
退
去
命
令
を
受
け

た
が
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
者
に
つ
い
て
、
入
管
法
第
二
十
四
条
第
五
号
の
二
該
当
容
疑
者
と
し
て
審
査
部
門
か
ら
通

報
を
受
け
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
退
去
強
制
手
続
を
執
る
も
の
と
す
る
。

�

当
該
容
疑
者
が
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
指
紋
採
取
及
び
写
真
撮
影
（
以
下
「
指
紋
採
取
等
」
と
い
う
。
）
に
応

一



じ
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
当
該
容
疑
者
に
つ
い
て
は
、
上
陸
審
査
及
び
違
反
調
査
に
お
け
る
指
紋
採
取
等
に
つ
い
て

は
任
意
で
あ
る
の
に
対
し
、
収
容
後
に
行
う
指
紋
採
取
等
に
つ
い
て
は
入
管
法
第
六
十
一
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す

る
身
体
検
査
の
一
環
で
あ
り
、
被
収
容
者
処
遇
規
則
第
十
二
条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
、

必
要
な
強
制
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
手
続
の
根
拠
及
び
趣
旨
を
十
分
に
説
明
し
、
指
紋
採
取
等
に

応
じ
る
よ
う
説
得
し
、
全
て
の
事
案
に
つ
い
て
確
実
に
指
紋
採
取
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
指
紋
採
取
等
は
新
た
に
収
容
さ
れ
る
者
を
入
国
者
収
容
所
又
は
収
容
場
に
収
容
す
る
と
き
に
速
や
か
に
行

う
も
の
で
あ
り
、
個
人
識
別
情
報
提
供
拒
否
者
で
あ
っ
て
も
他
の
一
般
の
事
案
と
同
様
の
場
所
・
タ
イ
ミ
ン
グ
で
指

紋
採
取
等
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
際
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
て
は
十
分
な
時
間
を
掛
け
て
説
明
・
説
得
し
、
そ
れ

で
も
応
じ
な
い
場
合
に
は
首
席
入
国
警
備
官
の
指
揮
の
下
担
当
す
る
入
国
警
備
官
の
体
制
を
整
え
て
必
要
な
強
制
力

を
行
使
し
て
指
紋
採
取
等
す
る
が
、
被
収
容
者
が
な
お
頑
強
に
指
紋
採
取
等
を
拒
否
し
不
測
の
事
態
が
懸
念
さ
れ
る

と
き
は
、
速
や
か
に
本
省
警
備
課
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
必
要
な
ビ
デ
オ
撮
影
は
時
機
を
失
せ
ず
行
う

こ
と
と
す
る
。

と
の
留
意
事
項
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

二



同
通
知
の
内
容
は
、
警
備
課
の
所
掌
事
務
の
範
囲
内
に
お
け
る
法
令
の
運
用
上
の
細
目
的
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
警
備

課
長
通
知
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
留
意
事
項
を
踏
ま
え
て
遺
漏
な
き
対
応
が
と
ら
れ
る
た
め
に
必
要
な
準
備
期
間
を

考
慮
し
、
十
一
月
七
日
に
発
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
通
知
に
は
、
「
両
手
十
本
」
の
指
紋
を
強
制
採
取
す
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
「
指
紋
採
取
等
は
新
た
に

収
容
さ
れ
る
者
を
入
国
者
収
容
所
又
は
収
容
場
に
収
容
す
る
と
き
に
速
や
か
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
個
人
識
別
情
報
提
供
拒

否
者
で
あ
っ
て
も
他
の
一
般
の
事
案
と
同
様
の
場
所
・
タ
イ
ミ
ン
グ
で
指
紋
採
取
等
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
際
に
応
じ
な

い
者
に
対
し
て
は
十
分
な
時
間
を
掛
け
て
説
明
・
説
得
し
、
そ
れ
で
も
応
じ
な
い
場
合
に
は
首
席
入
国
警
備
官
の
指
揮
の
下

担
当
す
る
入
国
警
備
官
の
体
制
を
整
え
て
必
要
な
強
制
力
を
行
使
し
て
指
紋
採
取
等
す
る
」
と
の
記
載
は
あ
る
と
こ
ろ
、
こ

こ
で
い
う
「
他
の
一
般
の
事
案
」
に
お
け
る
「
指
紋
採
取
」
が
十
指
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
、

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
三
浦
政
府
参
考
人
（
入
国
管
理
局
長
）
が
漆
原
委
員
の
質
問
に
対
し
、
「
我
々
が
保
有
し

て
お
り
ま
す
デ
ー
タ
、
過
去
の
前
歴
の
あ
る
人
の
デ
ー
タ
が
指
紋
が
中
心
に
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
」
、「
入
管
で
持
っ
て
お

り
ま
す
指
紋
、
十
指
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
の
デ
ー
タ
の
う
ち
の
人
差
し
指
の
指
紋
と
の
照
合
を
す
る
と
い
う
形
を
考
え
て

三



お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
必
要
な
強
制
力
を
行
使
し
て
」
行
う
「
指
紋
採
取
」
に
つ
い
て
は
、
同
月
二
十
八
日
、
同
委
員
会
に
お
い
て
、

杉
浦
国
務
大
臣
（
法
務
大
臣
）
が
平
岡
委
員
の
質
問
に
対
し
、
「
法
務
省
令
た
る
被
収
容
者
処
遇
規
則
に
よ
れ
ば
、
入
国
者

収
容
所
長
及
び
地
方
入
国
管
理
局
長
は
、
新
た
に
収
容
さ
れ
る
者
を
入
国
者
収
容
所
ま
た
は
収
容
場
に
収
容
す
る
と
き
は
、

十
六
歳
未
満
の
者
を
除
き
、
入
国
警
備
官
に
指
紋
を
採
取
さ
せ
、
身
長
及
び
体
重
を
測
定
さ
せ
、
か
つ
、
写
真
を
撮
影
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
規
則
十
二
条
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
入
管
法
第
六
十
一
条
の
七
第
四
項

に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
被
収
容
者
の
身
体
検
査
の
一
環
と
し
て
、
入
管
法
同
条
第
六
項
の
委
任
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
法
務

省
令
に
基
づ
き
、
個
人
識
別
の
趣
旨
か
ら
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
し
て
、
入
国
審
査
官
に
対
し
上
陸
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
、
入
管
法
第
六
条
第
三
項

各
号
に
規
定
す
る
免
除
事
由
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
情
報
の
提
供
を

せ
ず
、
か
つ
、
入
管
法
第
十
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
別
審
理
官
に
対
す
る
個
人
識
別
情
報
の
提
供
も
し
な
い

で
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
退
去
命
令
に
従
っ
て
、
遅
滞
な
く
本
邦
か
ら

四



退
去
す
れ
ば
、
退
去
強
制
手
続
を
執
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
強
制
力
を
行
使
し
た
指
紋
採
取
を
行
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
国
際
社
会
か
ら
批
判
さ
れ
る
べ
き
人
道
上
の
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

当
該
退
去
命
令
に
も
従
わ
ず
、
遅
滞
な
く
本
邦
か
ら
退
去
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
は
、
入
管
法
第
二
十
四
条
第

五
号
の
二
に
規
定
す
る
「
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
で
、
遅
滞
な
く
本
邦
か
ら
退
去
し
な
い
も
の
」
に
該
当
す
る
の
で
、
入
管

法
が
規
定
す
る
退
去
強
制
手
続
を
執
る
こ
と
と
な
る
。
仮
に
、
退
去
強
制
手
続
開
始
後
に
、
上
陸
申
請
時
点
で
義
務
付
け
ら

れ
て
い
た
二
指
の
指
紋
を
提
供
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
入
管
法
第
六
十
一
条
の
七
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に

被
収
容
者
処
遇
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
九
号
）
第
十
二
条
に
基
づ
き
被
収
容
者
の
身
体
検
査
の
一
環
と
し

て
行
う
指
紋
採
取
を
免
除
す
べ
き
法
令
上
の
根
拠
は
な
く
、
ま
た
、
退
去
強
制
事
由
に
該
当
し
な
い
者
と
し
て
取
り
扱
う
べ

き
法
令
上
の
根
拠
も
な
い
。
法
令
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
以
上
の
よ
う
な
退
去
強
制
手
続
に
、
国
際
社
会
か
ら
批
判
さ
れ
る

べ
き
人
道
上
の
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
し
て
、
入
国
審
査
官
に
対
し
上
陸
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
、
入
管
法
第
六
条
第
三
項

各
号
に
規
定
す
る
免
除
事
由
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
情
報
の
提
供
を

五



せ
ず
、
か
つ
、
入
管
法
第
十
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
別
審
理
官
に
対
す
る
個
人
識
別
情
報
の
提
供
も
し
な
い

で
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
、
更
に
、
当
該
退
去
命
令
に
も
従
わ
ず
、
遅
滞
な
く
本
邦
か
ら
退
去
し
な

い
こ
と
か
ら
、
退
去
強
制
手
続
を
執
ら
れ
、
退
去
強
制
令
書
が
発
付
さ
れ
た
と
き
に
は
、
入
管
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
基

づ
き
、
当
該
外
国
人
が
乗
っ
て
き
た
船
舶
等
の
長
又
は
そ
の
船
舶
等
を
運
航
す
る
運
送
業
者
が
、
当
該
外
国
人
を
速
や
か
に

本
邦
外
の
地
域
に
送
還
す
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
退
去
強
制
手
続
を
執
ら
れ
る
外
国
人
が
、
当
該
手
続
に
お
い
て
、
本
邦
へ
の
在
留
を
希
望
し
て
法
務
大
臣
に
対
し

異
議
の
申
出
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
、
在
留
を
希
望
す
る
理
由
、
家
族
状
況
、
生
活
状
況
等
諸
般
の
事

情
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
在
留
特
別
許
可
の
許
否
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

六
に
つ
い
て

退
去
強
制
手
続
を
執
ら
れ
る
外
国
人
の
指
紋
は
、
電
子
的
な
読
取
装
置
で
採
取
し
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
い
る
。
こ
の
指

紋
情
報
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二

条
第
三
項
の
「
保
有
個
人
情
報
」
に
該
当
し
、
同
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
利
用
又
は
提
供
が
可
能
な
範
囲
を
超
え
て
、

利
用
又
は
提
供
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

六



七
に
つ
い
て

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
し
て
、
入
国
審
査
官
に
対
し
上
陸
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
、
入
管
法
第
六
条
第
三
項

各
号
に
規
定
す
る
免
除
事
由
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
情
報
の
提
供
を

せ
ず
、
か
つ
、
入
管
法
第
十
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
別
審
理
官
に
対
す
る
個
人
識
別
情
報
の
提
供
も
し
な
い

で
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
、
更
に
、
当
該
退
去
命
令
に
も
従
わ
ず
、
遅
滞
な
く
本
邦
か
ら
退
去
し
な

い
こ
と
か
ら
、
当
該
外
国
人
に
対
し
て
退
去
強
制
手
続
を
執
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
が
、
指
紋
採
取
等
を
行
お
う
と
す

る
職
員
に
対
し
て
、
そ
の
職
務
執
行
の
妨
害
等
の
行
為
に
及
ぶ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け

る
職
員
に
よ
る
一
連
の
職
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
記
録
す
る
方
法
と
し
て
、
ビ
デ
オ
撮
影
を
予
定
し
て
い
る
。

な
お
、
録
画
し
た
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
等
の
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
「
行
政
文
書
」
に
該
当
す
る
の
で
、
同
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
同
法
に
基
づ
き
個
別
に
そ
の
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
指
紋
採
取
の
法
的
根
拠
は
、
四
に
つ
い
て
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
入
管
法
第
六
十
一
条
の
七
第
四
項
及
び
第
六

七



項
並
び
に
被
収
容
者
処
遇
規
則
第
十
二
条
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
日
の
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
の
前
後
を
通
じ
て
同
じ

で
あ
る
。

八


